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平成２４年伊那市条例第３９号 

 

伊那市指定地域密着型介護予防サービスの事業の運営及び指定地域密着 

型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等に関 

する基準を定める条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）

第１１５条の１４第１項及び第２項の規定に基づき、指定地域密着型介護予防サー

ビスの事業の運営及び指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効

果的な支援の方法等に関する基準を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

(1) 地域密着型介護予防サービス事業者 法第８条の２第１４項に規定する地域密

着型介護予防サービス事業を行う者をいう。 

(2) 指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス 

それぞれ法第５４条の２第１項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事

業者又は指定地域密着型介護予防サービスをいう。 

 （指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則） 

第３条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重し

て、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。 

２ 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスの

事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市、他の地域密着型介

護予防サービス事業者又は介護予防サービス事業者（介護予防サービス事業を行う

者をいう。）その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に

努めなければならない。 

（介護予防認知症対応型通所介護の基本方針） 

第４条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型通所介護

（以下「指定介護予防認知症対応型通所介護」という。）の事業は、その認知症

（法第５条の２に規定する認知症をいう。以下同じ。）である利用者（その者の認

知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。）が可能な限りそ

の居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の

支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって

利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。 

（指定介護予防認知症対応型通所介護に係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基本取扱方針） 

第５条 指定介護予防認知症対応型通所介護は、利用者の介護予防に資するよう、そ

の目標を設定し、計画的に行われなければならない。 
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２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、自らその提供する指定介護予防認

知症対応型通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介

護の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活

を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識して

サービスの提供に当たらなければならない。 

４ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者がその有する能力を最大限

活用することができるような方法によるサービスの提供に努めることとし、利用者

が有する能力を阻害する等の不適切なサービスの提供を行わないよう配慮しなけれ

ばならない。 

５ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介

護の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々

な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなけれ

ばならない。 

（指定介護予防認知症対応型通所介護に係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する具体的取扱方針） 

第６条 指定介護予防認知症対応型通所介護の方針は、第４条に規定する基本方針及

び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。 

(1) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科

医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用

者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な

把握を行うものとする。 

(2) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、前号に規定する利用者

の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防認知症対応型通所介護

の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を

行う期間等を記載した介護予防認知症対応型通所介護計画を作成するものとする。 

(3) 介護予防認知症対応型通所介護計画は、既に介護予防サービス計画が作成され

ている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。 

(4) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、介護予防認知症対応型

通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対し

て説明し、利用者の同意を得なければならない。 

(5) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、介護予防認知症対応型

通所介護計画を作成した際には、当該介護予防認知症対応型通所介護計画を利用

者に交付しなければならない。 

(6) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、利用者が住み慣れた

地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参

加を図りつつ、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行うものとする。 

(7) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、利用者一人一人の人

格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って日常生活を送ることができるよう
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配慮して行うものとする。 

(8) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、介護予防認知症対応

型通所介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものと

する。 

(9) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うこと

を旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解し

やすいように説明を行うものとする。 

(10) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対

応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。 

(11) 介護予防認知症対応型通所介護従業者は、介護予防認知症対応型通所介護計画

に基づくサービスの提供の開始時から、当該介護予防認知症対応型通所介護計画

に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも１回は、当

該介護予防認知症対応型通所介護計画の実施状況の把握（以下この条において

「モニタリング」という。）を行うものとする。 

(12) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、モニタリングの結果を

記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した

指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。 

(13) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、モニタリングの結果を

踏まえ、必要に応じて介護予防認知症対応型通所介護計画の変更を行うものとす

る。 

(14) 第１号から第１２号までの規定は、前号に規定する介護予防認知症対応型通所

介護計画の変更について準用する。 

（介護予防小規模多機能型居宅介護の基本方針） 

第７条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防小規模多機能型居宅介

護（以下「指定介護予防小規模多機能型居宅介護」という。）の事業は、その利用

者が可能な限りその居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間

宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で自立した日

常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上

の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もっ

て利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。 

 （指定介護予防小規模多機能型居宅介護に係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基本取扱方針） 

第８条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護は、利用者の介護予防に資するよう、

その目標を設定し、計画的に行われなければならない。 

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業を行う者（以下「指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業者」という。）は、自らその提供する指定介護予防小規模

多機能型居宅介護の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受け

て、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。 

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居
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宅介護の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常

生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識

してサービスの提供に当たらなければならない。 

４ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者がその有する能力を最大

限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めることとし、利用

者が有する能力を阻害する等の不適切なサービスの提供を行わないよう配慮しなけ

ればならない。 

５ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居

宅介護の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の

様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めな

ければならない。 

（指定介護予防小規模多機能型居宅介護に係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する具体的取扱方針） 

第９条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の方針は、第７条に規定する基本方針

及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。 

(1) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯

科医師からの情報伝達を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、そ

の置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとす

る。 

(2) 介護支援専門員（介護支援専門員を配置していないサテライト型指定介護予防

小規模多機能型居宅介護事業所（指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が

当該事業を行う事業所（以下「指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所」と

いう。）であって、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する

事業について３年以上の経験を有する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

者又は指定複合型サービス事業者（指定地域密着型サービスの事業の人員、設備

及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３４号）第１７１条第１項に

規定する指定複合型サービス事業者をいう。）により設置される当該指定介護予

防小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業所又は指定複合型サービス事業所（同項に規定する指定複合型サービス事業所

をいう。）であって当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に対して指

定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に係る支援を行うもの（以下「本体事

業所」という。）との密接な連携の下に運営されるものをいう。以下同じ。）に

あっては、本体事業所の介護支援専門員。以下この条において同じ。）は、前号

に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防支援

等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果

的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３７号。以下「指定介

護予防支援等基準」という。）第３０条各号に掲げる具体的取組方針及び指定介

護予防支援等基準第３１条各号に掲げる留意点に沿って、指定介護予防サービス

等の利用に係る計画を作成するものとする。 
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(3) 介護支援専門員又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所

の厚生労働大臣が定める研修を修了している者（以下この条において「介護支援

専門員等」という。）は、第１号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希

望を踏まえて、他の介護予防小規模多機能型居宅介護従業者（指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所ごとに

置くべき指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たる従業者をいう。）

と協議の上、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の目標、当該目標を達成する

ための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予

防小規模多機能型居宅介護計画を作成するともに、これを基本としつつ、利用者

の日々の様態、希望等を勘案し、随時適切に通いサービス、訪問サービス及び宿

泊サービスを組み合わせた介護を行わなくてはならない。 

(4) 介護支援専門員等は、介護予防小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たって

は、地域における活動への参加の機会の提供等により、利用者の多様な活動の確

保に努めなければならない。 

(5) 介護支援専門員等は、介護予防小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たって

は、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得な

ければならない。 

(6) 介護支援専門員等は、介護予防小規模多機能型居宅介護計画を作成した際には、

当該介護予防小規模多機能型居宅介護計画を利用者に交付しなければならない。 

(7) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、利用者が住み慣れ

た地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への

参加を図りつつ、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ

て、通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることに

より、妥当適切に行うものとする。 

(8) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、利用者一人一人の

人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を

送ることができるよう配慮して行うものとする。 

(9) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、介護予防小規模多

機能型居宅介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うも

のとする。 

(10) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うこ

とを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解

しやすいように説明を行うものとする。 

(11) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、通いサービスの利

用者が登録定員に比べて著しく少ない状態が続くものであってはならない。 

(12) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者が通いサービスを利用

していない日においては、可能な限り、訪問サービスの提供、電話連絡による見

守り等を行う等登録者の居宅における生活を支えるために適切なサービスを提供

しなければならない。 
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(13) 介護支援専門員等は、介護予防小規模多機能型居宅介護計画に基づくサービス

の提供の開始時から、当該介護予防小規模多機能型居宅介護計画に記載したサー

ビスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも１回は、当該介護予防小規

模多機能型居宅介護計画の実施状況の把握（以下この条において「モニタリン

グ」という。）を行うとともに、利用者の様態の変化等の把握を行うものとする。 

(14) 介護支援専門員等は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防小

規模多機能型居宅介護計画の変更を行うものとする。 

(15) 第１号から第１３号までの規定は、前号に規定する介護予防小規模多機能型居

宅介護計画の変更について準用する。 

 （介護予防認知症対応型共同生活介護の基本方針） 

第１０条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型共同生

活介護（以下「指定介護予防認知症対応型共同生活介護」という。）の事業は、そ

の認知症である利用者が可能な限り共同生活住居（法第８条の２第１７項に規定す

る共同生活を営むべき住居をいう。以下同じ。）において、家庭的な環境と地域住

民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能

訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活

機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。 

（指定介護予防認知症対応型共同生活介護に係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基本取扱方針） 

第１１条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護は、利用者の介護予防に資するよ

う、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う者（以下「指定介護予防認

知症対応型共同生活介護事業者」という。）は、自らその提供する指定介護予防認

知症対応型共同生活介護の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価

を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、指定介護予防認知症対応型共

同生活介護の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した

日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に

意識してサービスの提供に当たらなければならない。 

４ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者がその有する能力を最

大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めることとし、利

用者が有する能力を阻害する等の不適切なサービスの提供を行わないよう配慮しな

ければならない。 

５ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、指定介護予防認知症対応型共

同生活介護の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその

他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努

めなければならない。 

（指定介護予防認知症対応型共同生活介護に係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する具体的取扱方針） 
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第１２条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の方針は、第１０条に規定する基

本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものと

する。 

(1) 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、主治の医師又は

歯科医師からの情報伝達を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、

その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものと

する。 

(2) 計画作成担当者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏

まえて、他の介護従業者と協議の上、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の

目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行

う期間等を記載した介護予防認知症対応型共同生活介護計画を作成するものとす

る。 

(3) 計画作成担当者は、介護予防認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たって

は、通所介護等の活用、地域における活動への参加の機会の提供等により、利用

者の多様な活動の確保に努めなければならない。 

(4) 計画作成担当者は、介護予防認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たって

は、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得な

ければならない。 

(5) 計画作成担当者は、介護予防認知症対応型共同生活介護計画を作成した際には、

当該介護予防認知症対応型共同生活介護計画を利用者に交付しなければならない。 

(6) 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、利用者一人一人

の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活

を送ることができるよう配慮して行わなければならない。 

(7) 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、介護予防認知症

対応型共同生活介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行

わなければならない。 

(8) 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行う

ことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理

解しやすいように説明を行わなければならない。 

(9) 計画作成担当者は、他の介護従業者及び利用者が介護予防認知症対応型共同生

活介護計画に基づき利用する他の指定介護予防サービス等を行う者との連絡を継

続的に行うことにより、介護予防認知症対応型共同生活介護計画に基づくサービ

スの提供の開始時から、当該介護予防認知症対応型共同生活介護計画に記載した

サービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも１回は、当該介護予防

認知症対応型共同生活介護計画の実施状況の把握（以下この条において「モニタ

リング」という。）を行うとともに、利用者の様態の変化等の把握を行うものと

する。 

(10) 計画作成担当者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防認知

症対応型共同生活介護計画の変更を行うものとする。 



 - 8 - 

(11) 第１号から第９号までの規定は、前号に規定する介護予防認知症対応型共同生

活介護計画の変更について準用する。 

 （委任） 

第１３条 第３条から前条までに定めるもののほか、指定地域密着型介護予防サービ

スの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る効果

的な支援の方法に関する基準は、市長が規則で定める。 

 

 

   附  則 

 この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 


